
● 補助対象者
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者

● 補助事業内容
乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する旅行
（募集型企画旅行・受注型企画旅行）
※都内発着に限る

● 補助対象経費及び補助額

● 募集期間
令和８年４月１日（水）から 令和９年２月５日（金）まで（必着）
※予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

● 申請方法等
・郵送または補助金電子申請システム（Jグランツ）
・募集要領・様式等は令和８年４月１日以降にHPをご確認ください。

東京都は、障害者や高齢者等が安心して都内観光を楽しめるアクセシブル・
ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。
この度、旅行業者に対し、乗降用リフト装置付バスを手配し旅行を催行する

経費の一部を補助する乗降用リフト装置付バス利用支援補助金の今年度募集を
開始いたしますのでお知らせします。この機会にぜひご活用ください。

【問い合わせ先】

産業労働局 観光部 受入環境課

代表電話 03-5000-7326

別紙１３

旅行業者による乗降用リフト装置付バスの活用を後押しします！
～ 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金の募集開始 ～

補助対象経費 補助額

通常のバスの貸切料金と
乗降用リフト装置付バスの

貸切料金の差額代金

１台当たり 最大５０,０００円
※１事業者につき、最大20台まで

URL：https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/

アクセシブルツーリズム・ポータルサイトでは、

観光のバリアフリー情報等を集約し、発信しています。
あわせてご参照ください。

通常のバスの貸
切料金

リフト付バスの
貸切料金

差額を補助

〈対象経費のイメージ〉

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/
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